
令和７年度前橋市高齢者施設等物価高騰対策支援金交付要綱 
 
（趣旨) 
第１条 この要綱は、物価高騰により、経済的な影響を受けている高齢者施設等に対し

て、サービスの安定的な提供を支援することを目的として、国の重点支援地方交付金
を活用し、前橋市高齢者施設等物価高騰対策支援金（以下、「支援金」という。）を交
付するに当たり、必要な事項を定めるものとする。 

 
（交付対象） 
第２条 次に掲げる各号のいずれにも該当する場合、支援金の交付を受けることができ

る。 
 (1) 前橋市内で、介護保険法（平成９年法律１２３号）を始めとする法令に規定され

る別表に掲げる高齢者施設等を運営する法人の理事長等代表者（以下「運営者等」
という。）であること。ただし、国、県又は市が運営する事業所又は施設を除くもの
とする。 

 (2) 令和８年２月１日(以下「基準日」という。) 時点において、前橋市内で別表に規

定する高齢者施設等を運営していること。 
 (3) 基準日から交付決定日までの間に、高齢者施設等を休止又は廃止していないこ

と、かつ休止又は廃止の届出をしていないこと。 
 (4) 国税、県税及び市税の滞納がないこと。 

(5)暴力団排除に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。 

   (a) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 
    ７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）でないこと。  
  (b) 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）でない 

こと。 
  (c) 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者でないこと。  
  (d) 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者でないこと。  

  (e) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える 
       目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者でないこと。  
  (f) 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的 

       又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者でないこと。
(g) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者で
ないこと。 

   (h) 暴力団員と密接な交友関係を有する者でないこと。 
 

（対象経費） 
第３条 支援金の対象経費は、事業所において負担する光熱費、燃料費及び食材費ほか、

物価高騰の影響を受けた経費とする。なお、支援金には、消費税及び地方消費税は含ま

ないため、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告は要さないものとする。 

 
（交付額及び交付に係る要件） 
第４条 支援金の交付額及び交付に係る要件は別表のとおりとする。 
   
（交付申請及び申請方法） 

第５条 支援金の交付を受けようとする者は、令和７年度前橋市高齢者施設等物価高騰

対策支援金交付申請書兼誓約書（様式第 1号）に必要事項を入力し、電子申請により
市へ提出するものとする。 

２ 前項の申請において、市長が必要と認める書類がある場合は、当該書類を別途提出



するものとする。  
 
（交付決定等） 
第６条 市長は、申請書類等の審査及び調査等を行い、必要に応じて現地を調査した上

で、支援金の交付決定を行うものとする。 
２ 交付決定した場合は、令和７年度前橋市高齢者施設等物価高騰対策支援金交付決定
通知書（様式第２号）により通知し、指定された金融機関の口座へ振り込むものとす
る。 

３ 第１項の審査及び必要に応じた現地調査の結果、支援金を交付すべきでないと認め
られたときは、令和７年度前橋市高齢者施設等物価高騰対策支援金不交付決定通知書

（様式第３号）により支援金の交付申請を行った運営者等に通知するものとする。 
 
（受付期間） 
第７条 支援金申請の受付期間は、令和８年３月２日から令和８年５月２９日までとす

る。 
 

（交付申請の変更等） 
第８条 運営者等は、交付申請の内容を変更し、又は取下げしようとする場合は、変更

等申請書（様式第４号）を提出するものとする。 
 
（その他） 

第９条 市長は、支援金の交付の決定後、申請内容に虚偽等が判明した場合は、支援金
の返還等を求めることができるものとする。 

２ 市長は、要件を確認する上で必要である場合には、運営者等に対し、実地調査・報
告・追加資料の提出等を求めることができるものとする。 

３ 支援金の交付を受けた運営者等は、下記の書類について、交付を受けた日から５年
間保管するとともに、前項の求めに対して提示するものとする。 

 (1) 交付申請書類の写し 
 (2) 収入及び支出の関係を示す書類（決算書類等） 
 

４ 支援金の交付を受けた運営者等は、前橋市補助金等交付規則（平成１０年前橋市規
則第３４号）及びこの要綱に記載の交付条件を遵守し、事業を行うものとする。 

５ この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 
附 則 

（施行期日） 
 この要綱は、令和８年３月２日から施行する。 

 



 
 
別表 

１ 支援金の交付額 

 

１事業所あたり １００，０００円 

※詳細は、２交付の対象サービスを参照 
 

２ 交付の対象サー
ビス 

【通所系】 
通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通
所リハビリテーション 
【多機能型系】 

小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 
【短期入所系】 
短期入所生活介護、短期入所療養介護 
【訪問・相談系】 

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーショ
ン、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介

護、福祉用具貸与、福祉用具販売、居宅介護支援、地域包括
支援センター 

【入所・居住系】 
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人
保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護、特定施

設入居者生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料
老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅 
 
※介護保険サービスと介護予防サービスについて双方の指定
を受けている場合は、１事業所として取り扱う。ただし、通
所型サービス A・訪問型サービス A については、別の事業所

として取り扱う。 
※福祉用具貸与および福祉用具販売について双方の指定を受
けている場合は、２事業所として取り扱う。 

※特定施設入居者生活介護の指定を受けている有料老人ホー
ム及び養護老人ホームについては、特定施設入居者生活介護
として取り扱う。 

※医療みなしの事業所において、令和７年１０月から１２月
の間に１日以上の介護報酬請求実績がない場合は対象外とす
る。 

 

 

 


